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Abstract 

 The purpose of this study was to examine how students enrolled in a teacher education program at Shizuoka University 

perceive teacher misconduct and how their views on teacher ethics change after participating in a compliance training program 

delivered by a teacher affiliated with a board of education. The participants were third-year undergraduate students who were 

about to begin their teaching practicum. Free-response questionnaires were administered before and after the training, and the 

two sets of textual data were analyzed and compared using text mining techniques. 

The results showed that, prior to the training, students’ responses primarily reflected normative evaluations of teacher 

misconduct and an understanding of such misconduct as a social problem based largely on news media coverage. In contrast, 

after the training, categories such as “the development of teacher self-awareness through case-based learning” and “a shift from 

viewing misconduct as someone else’s problem to recognizing it as one’s own risk” emerged. These findings indicate that 

students came to perceive teacher misconduct as a realistic issue that could potentially involve themselves. Furthermore, the 

category “understanding the structural nature of misconduct and recognizing that good intentions can also constitute risk factors” 

suggested a shift away from attributing misconduct to individual moral deficiencies toward understanding it as a structural 

issue shaped by situational and relational factors, accompanied by an orientation toward considering concrete preventive actions. 

Overall, the findings suggest that this compliance training program has the potential to transform teacher education students’ 

understanding of teacher misconduct toward a preventive perspective grounded in personal responsibility and structural 

awareness. This study contributes to the literature by highlighting the educational significance and practical potential of 

misconduct prevention education at the pre-service teacher training stage. 
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1.問題と目的 

2025 年 7 月に，教員による児童生徒の盗撮および盗

撮画像を SNS 上で共有するという重大事案が発生し，

社会的に大きな関心を集めた。教員が子どもの人権を

踏みにじる行為に及ぶことは許されるものではなく，

その未然防止と再発防止は学校現場にとって喫急の課

題である。 

文部科学省（2023）による教員の懲戒処分又は訓告

等を含めた懲戒処分等の件数をみると，2020 年は 4101

名，2021 年は 5818 名，2022 年は 4572 名，2023 年は

4829 名であった。2020 年から 2021 年にかけて 1717 名

増加した一方，2021 年から 2022 年にかけては 1246 名

減少している。2022 年から 2023 年にかけては 257 名

の増加となっており，年ごとの増減がみられる。これ

らの懲戒処分等の件数は，教育職員数全体に占める割

合でみると，0.44%（2020 年）から 0.62%（2021 年）の

範囲にとどまっている。一般人と比較して教師の犯罪

率は低い水準にあること（須藤，2015）や，不祥事件

数の推移から，教員の資質低下を結論づけることはで

きないこと（山田，2013）を踏まえると，教員の不祥

事は，一部の教員によって引き起こされているもので

あり，教員全体の質が一貫して低下していると断言で

きる状況ではないといえる。 

しかし，不祥事の件数が相対的に少ないとしても，

児童生徒が被害者となる深刻な事案が継続して発生し

ている現実は重く受け止める必要がある。とりわけ児

童生徒に対する性暴力については，2022 年の 119 名か

ら 2023 年には 157 名へと増加している。教育職員等

による児童生徒等性暴力の防止等に関する法律（令和

3 年法律第 57 号）が制定され，2021 年には文部科学省

から生命の安全教育に関する教材も公表された。それ

にもかかわらず，児童生徒に対する教員による性暴力

事案が増加している点は，教員による加害行為に歯止

めがかかっていない状況を示している。児童生徒が安

心して生活できる学校環境の構築は，喫緊の課題であ

る。 

 不祥事対策を検討するためには，まずその実態を把

握することが不可欠である。大上・中村・小泉・増田

論文 



134 

 

（2023）は，2006 年から 2017 年までの 11 年間に，X

市の市立学校で発生した不祥事事案の発生状況や懲戒

処分者の特徴を分析している。その結果，不祥事事案

として多いのは「体罰（約 52%）」であり，次いで「個

人情報紛失・流出（約 14％）」，「一般服務義務違反

（約 8%）」，「わいせつ行為等（約 5%）」，「飲酒運

転（約 1.6%）」となっている。わいせつ行為等に焦点

を絞ると，発生しやすい時間帯は 20 時から 23 時 59

分，発生場面は長期休業期間中およびその他出勤途中，

発生場所は宿泊・商業施設等であったことが示されて

いる。 

 長野県（2019）は，2009 年から 2019 年まで 10 年間

に発生したわいせつ事案を分析している。その行為が

行われた場所で一番多いのは，校内では保健室・生徒

指導室等の教室以外の校舎内（6 件），次いで運動場・

体育館・プール・更衣室・部室（1 件）であった。校外

では，ホテル 1 件，自動車内 4 件，自宅 2 件となって

いた。わいせつ事案が発生した時間帯は，勤務時間外

が半数以上を占め，発覚のきっかけは，児童・生徒が

自ら相談した件数が半数以上となっていた。これらの

知見は，教員による不祥事が発生しやすい場所，時間

帯，教員と児童生徒の関係を理解する上で重要な示唆

を与えている。 

 こうした実態調査を踏まえ，全国の自治体では，教

員を主な対象とした不祥事防止研修やプログラム開発

が進められている（例：千葉県，2025；神奈川県，2024；

埼玉県，2023；静岡県，2005）。近年では，現職教員

にとどまらず，教職課程で学ぶ学生を対象とした取り

組みの必要性も指摘されている。これは，教育職員等

による児童生徒等性暴力の防止等に関する法律（令和

3 年法律第 57 号）において，教員養成段階での取り組

みが求められているからである。  

 教職課程の学生を対象とした先行研究として，三森・

鶴若・岩辺（2017）は，教育実習後に学生が抱いた疑

問や判断に迷った経験を振り返る実践を通して，教員

倫理について考える取り組みを報告している。また，

木之下・有馬（2025）は，教育実習中に学生がハラス

メントの加害者，被害者，傍観者となることを防ぐた

めの取り組みを実践し，実習前に教員としての姿勢を

考えることの重要性を示している。これらの研究は，

教職課程段階で倫理的視点を育成する意義を明らかに

している。 

 しかし，こうした取り組みには課題も残されている。 

1 つ目の課題は，善悪の判断に曖昧さが伴う学校現

場の実際の不祥事事案を取り扱えていない点である。

教育実習は，実習期間や実習生の役割に制限があるた

め，実習中に経験できることには限界がある。そのた

め，教育実習中に想定されるものだけでなく，実際に

学校で起きた内容に近い事例をもとに，教職倫理につ

いて考える必要がある。そのためには，教育委員会に

所属する教員で，発生した不祥事事案について，詳細

を理解している担当者が講師となって研修を行う必要

がある。 

2 つ目の課題は，教職倫理や不祥事防止に関する研

修が，学生の意識にどのような変化をもたらしたのか

を，研修前後の比較によって検証した研究が少ない点

である。不祥事防止においては，それを「自分には関

係ない出来事」ではなく「わがこと」として捉える視

点が重要であることが指摘されている（塚本，2018）。 

研修前後の比較から，学生が自分事として教員不祥事

に向き合えるようになったのか，その変化を捉える必

要がある。 

 本研究では，開放制教職課程で学ぶ学生を対象に，

教育委員会に所属する教員を講師としたコンプライア

ンス研修を実施し，研修前後における教職倫理観の変

化を実証的に明らかにすることを目的とする。 

具体的には，コンプライアンス研修前後に実施した

自由記述式アンケートから得られた 2 つのテキストデ

ータを比較し，学生が教員不祥事をどのように捉える

ようになったのか，また不祥事を自分事として捉えら

れるようになったのかについて検討する。 

（文責：井上知香） 

 

2.方法 

調査協力者 対象は，静岡大学の開放制教職課程を

履修する 3 年生とした。3 年生は教育実習を間近に控

えていることから，学校現場に出向く前に教職倫理観

について考える機会を設ける必要があると判断したか

らであった。内訳は，人文社会科学部 18 名，理学部 41

名，農学部 10 名，地域創造学環 1 名，情報学部 13 名，

工学部 4 名の計 87 名であった。なお，87 名のうち，4

年生が 3 名含まれていたが，これらの学生にも回答を

依頼した。 

手続き 第一著者が担当する生徒指導・進路指導と第

二著者が担当する教育の原理の講義内において，コン

プライアンス研修を 1 コマ 90分実施した。 

研修講師は，静岡県教育委員会教育総務課に所属す

る教員（第三著者）が担当した。 

講話実施日は，教育の原理が開講されていた 2025 年

8 月 21 日と生徒指導・進路指導が開講されていた 2025

年 10月 9 日であった。 

講話前および講話後に，自由記述式のアンケートフ

ォームを履修者全員に送付した。2025 年 8 月 21 日か

ら 2025 年 10 月 15 日までの期間に回答を回収した。

コンプライアンス研修前の回答者数は 74 名，研修後

の回答者数は 64 名であった。 

倫理的配慮 コンプライアンス研修前に，履修者へ

A4 一枚の説明文書を配布した。説明文書には，研究目

的，方法，結果公表，データの扱い，調査への参加が

任意参加であることを明記し，記載された QR コード
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から回答フォームへアクセスできるようにした。 

履修者に対しては，主に以下の 2 点を説明した。 

第 1 に，コンプライアンス研修を聴講することで，

教員による不祥事や倫理観にどのような意見や感想が

示されるのかを分析し，研究として公表することを説

明した。その背景として，教員と児童生徒との不適切

な関係や法令違反等，教員による不祥事が全国的に報

道されている現状を踏まえ，教職課程において不祥事

を未然に防ぐ手立てを検討するための調査であること

を伝えた。 

 第 2 に，回答は任意であり，回答の有無や記述内容

が成績評価に一切影響しないことを説明した。また回

答は匿名で収集し，学籍番号や氏名など，個人を特定

できる情報は収集しないことを伝えた。 

分析方法 「教員としての倫理観や教員の不祥事に

ついて，あなたはどのように考えていますか？あなた

の考えや感想を自由に記述してください。」という教

示のもと，研修前後に自由記述の回答を求めた。教示

は研修前後で同じであった。 

得られた自由記述データを計量的に分析するために，

計量テキスト分析のフリーソフトウェア KH-Coder

（Version:3.Beta.07b）を用いた。研修前および研修

後に得られた 2 つのテキストデータについて，頻出語

分析および共起ネットワーク分析を行い，その結果を

比較した。           （文責：金子泰之） 

 

講話の内容 静岡県教育委員会における過去の懲戒

処分事案を分析した結果，児童生徒性暴力等に係る事

案では 30 歳未満の若年層が被処分者となる割合が最

も高かった。そのため，静岡県教育委員会では，若年

層に焦点を当てた対策の必要性を認識し，具体的な施

策の１つとして，採用前の教職を志す大学生を対象と

したコンプライアンス研修を実施することとした。 

また，教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等

に関する法律（令和 4年 4月 1 日施行）第 13 条第 3 項

において，教育職員の養成課程を有する大学に対して，

学生が児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深め

るための措置を講ずることが明示されている。この法

的要請と教育委員会の問題意識が合致したことも，本

研修実施の後押しとなった。 

本研修は，教職を志す大学生が，教職員の不祥事の

中でも特に児童生徒性暴力等に関する知識を，実際に

教壇に立つ前に身につけることを目的とし，最終的に

は教職員による児童生徒性暴力に関する不祥事根絶を

目指すものであった。 

研修内容を構成するにあたり，最も重視した点は，

学生が教員の不祥事を他人事としてではなく，自分事

として捉えてもらうようにすることであった。そのた

め，具体的な不祥事事例を取り上げ，事案が発生した

原因や背景を踏まえた分析を紹介するとともに，事例

検討を通して想定される自身の行動を考え，他者との

協議を通じて考えを深める時間を設けた。 

 さらに，静岡県における懲戒処分の現状を示すこと

で，不祥事が決して遠い世界の出来事ではないことを

伝えた。一方で，全体の不祥事件数を示し，多くの教

職員が不祥事を起こすことなく誠実に職務に取り組ん

でいることにも言及した。加えて，講師である自分自

身の教員経験を踏まえ，教職の魅力についても具体的

に伝えた。 

 これは，不祥事のみを過度に強調することで，これ

から教職を目指す学生の意欲を低下させることを避け

たいという意図によるものであった。 

（文責：山内慎一郎） 

 

3.結果 

まず頻出した語と記述例を示した。研修前の結果を

表 1 に，研修後の結果を表 2に示した。 

次に，頻出語間の共起関係を分析した。Jaccard 係

数 0.25 以上を基準として共起ネットワークを作成し，

最小スパニングツリーを描画した。研修前の結果を図

1 に，研修後の結果を図 2 に示した。図 1 と図 2 に記

載されている円は，頻出度が高い語ほど円が大きく表

示されている。語と語をつなぐ線上に表示された数値

は，数値が高いほど語と語の間に共起関係があること

を意味し，実線で結ばれている語同士は同じグループ

に含まれる。 

研修前の結果からは，8 つのサブグラフが得られた

（図 1）。 

 1 つ目のサブグラフは，「子ども」「学校」「見る」

「SNS」「行為」といった語から構成されていた。「子

どもにとって教育現場での体験・経験はその後の成長

に大きな影響力をもつ」「教員の不祥事によるトラウ

マで，学校に行けなくなる」「子どもと接する仕事を

している上で最低限守らなければならない規律や常識

の欠如が見られるように思う。」「どういった経緯で

そのような事件に至っているのかが気になります。SNS

の普及が拍車をかけたのかなと思います。」「性暴力

など，己の利のために行われる行為は論外」といった

記述から構成されていた。【子どもへの深刻な影響と

教員不祥事の非倫理性】と名付けた。 

 2 つ目のサブグラフは，「自分」「起こす」「先生」

「持つ」「人間」といった語から構成されていた。「正

直，自分がやるなんていうことはあり得ないし，他の

人がやったことなので他人事のように感じている。」

「教員の不祥事については，その基本が身についてい

ない人が不祥事を起こしてしまうのではないか」「自

分が小中学生の時は，先生はとても大きな存在」「生

徒の未来も背負っている自覚を教員はもっと持つべき」

「善悪の判断を鈍らされて生徒に手を出してしまうな

んて，人間の欲とは怖いものだ」といった記述から構
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成されていた。【不祥事への批判と自身から距離のあ

る理解】と名付けた。 

 3 つ目のサブグラフは，「全体」「信頼」「教育」「犯

罪」「目指す」といった語から構成されていた。「公

務員のため，全体の奉仕者としての行動が求められる

背景を理解していない人間」「教員は子どもたちの模

範である以上，倫理観の欠如や不祥事は教育への信頼

を大きく損ないます」「成長期過程の教育は児童の将

来に深く影響する事柄であり」「性犯罪や飲酒運転な

ど犯罪とされるものについては教員以前に人としての

部分に問題がある」「質の高い教育を目指していくの

が次の段階」といった記述から構成されていた。 

【教職の公共性と社会的信頼の失墜】と名付けた。 

 4 つ目のサブグラフは，「人」「感じる」「問題」「関

わる」「ニュース」といった語から構成されていた。

「そのような人は，教員としての役割を果たせていな

い」「不祥事が増えているように感じます」「近年，

不祥事問題についてのニュースは確かに多くなってき

ている」「生徒に教える，関わる上で仲良くなりたい，

良い印象を持ってもらいたいと思う気持ちはわかるが」

「近年教員以外でも警察官などの不祥事のニュースを

よく見かける」といった記述から構成されていた。 

【報道にもとづく不祥事の社会問題化】と名付けた。 

 5 つ目のサブグラフは，「距離感」「分かる」「取る」

「一部」「イメージ」といった語から構成されていた。

「近すぎず遠すぎず適度な距離感をもつことが大事」

「学校という空間でも，いつどこでの情報を誰が見て

いるのか分からなく，簡単に漏れると思う」「何か不

適切な対応を取ると，より簡単に受け持つクラスの親

たちや，社会から批判される」「不祥事を起こしてい

るのはあくまで一部の人だけ」「一部の教員の不祥事

により，教員全体のイメージが下がる」といった記述

から構成されていた。【適切な距離感と教員イメージ

への配慮】と名付けた。 

 6 つ目のサブグラフは，「思う」「教員」「不祥事」

「生徒」「考える」といった語から構成されていた。

「常に自己を律し，公私ともに誠実である姿勢が不可

欠だと思います」「教員は子どもたちの模範である」

「教員の不祥事について，残念に思います」「生徒を

被害者とするような行動は絶対にいけない」「正しい

倫理観をもたなければいけないと考えています」とい

った記述から構成されていた。【教員に求められる模

範性と自己規律】と名付けた。 

 7 つ目のサブグラフは，「特に」「報道」の語から構

成されていた。「特に性加害に関するものは児童の心

理的・物理的な不安を与える」「不祥事については定

期的にニュースなどで報道されていて結局そういうこ

とをする人はするというイメージがある」といった記

述から構成されていた。【性加害の深刻性と報道によ

る理解】と名付けた。 

 8 つ目のサブグラフは，「立場」「行動」「良い」の

語から構成されていた。「本来子どもを守るべき立場

の教員が，逆に子どもを脅かす立場になっているのは

許されないことであると思う」「教員の不祥事はあっ

てはならないことであるし，軽率な行動だと思う」「き

ちんと公表し，処罰する原則にのっとればそれで良い

のではないかと思う。」といった記述から構成されて

いた。【教員としての立場に対する批判と厳正対処】

と名付けた。 

 

 研修後の結果からは，5 つのサブグラフが得られた

（図 2）。 

 1 つ目のサブグラフは，「事例」「教師」「今回」「受

ける」「被害」といった語から構成されていた。「事

例を見ると，きっかけが学外にあったり（自宅に居場

所がないなど），徐々に感覚が麻痺していったりして，

誰にでも陥る怖さがあることが分かった。」「教師と

いうことに自覚を持つことが大切だと感じた。」「今

回の授業は現場に出てそんなことありえないという偏

見が出来上がる前のタイミングで受講できたことに 

大きな価値があったと感じた。」「講義を受けた後は，

学校という特殊な環境により，まさかと思っていても

身近に起きうることであるという認識に変わった。」

「被害者やその家族は特に本当に計り知れないほど気

持ち悪い思いをしているので絶対に許されないと思い

ます。」といった記述から構成されていた。【事例理

解を通じた教師としての自覚形成】と名付けた。 

 2 つ目のサブグラフは，「思う」「不祥事」「教員」

「自分」「生徒」といった語から構成されていた。「私

自身不祥事を起こすわけがないと思っていたのですが，

今回お話を聞いて環境やその時の精神面などの影響に

よって人は思いもよらない行動をとることを自覚し，

他人事ではなく自分事として認識することが大切だな

と思いました。」「ほとんどの教職員は不祥事を起こ

さないという全体があるにせよ教育現場は不祥事を起

こしやすい環境にあるということを認識し，気を引き

締めてこれからも教職の授業に取り組んでいきたいと

思いました。」「教員の不祥事に関する授業を受け，

教育現場における教員の責任の重さを改めて実感しま

した。」「自分には関係ないと思うのではなく，自分

も当事者になってしまうかもしれないという考えが必

要だとわかった。」「教員の不祥事を生徒から相談さ

れたとき，生徒に不安を与えないことが大切だと思っ

た。」といった記述から構成されていた。【他人事か

ら自分事へ：不祥事のリスク認識】と名付けた。 
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表 1 研修前の頻出語 
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表 2 研修後の頻出語 
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図 1 研修前の共起ネットワーク 

図 2 研修後の共起ネットワーク 
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3 つめのサブグラフは，「起こす」「人」「授業」「行

動」「必要」などの語から構成されていた。「教員が，

自分自身が不祥事を起こしてしまうことが非現実的な

こととして受け止められ自分ごととして捉えられない

と知ることができた。」「自分は絶対大丈夫という自

身がある人やそのような理由で授業をまともに受けな

い人だけでなく，むしろこの子を守りたい，味方であ

りたいという思いや，性格上断れなかったり叱れない

人にも不祥事を起こしてしまう可能性があると思いま

した。」「今回の授業で不祥事の構造についての理解

が深まった。」「一つの不適切な行動が信頼を大きく

損なうことを学びました。」「教員には「正しいこと

をする」「人にやさしくする」「約束を守る」といっ

た，しっかりした考え方（倫理観）が必要だと思いま

す。」といった記述から構成されていた。【不祥事の

構造理解と善意がリスクになる認識】と名付けた。 

 4 つ目のサブグラフは，「学校」「立場」「関係」「起

きる」「気」といった語から構成されていた。「教員

の不祥事は，生徒・家族と学校の信頼関係を破綻させ

てしまう。」「教員は勤務時間外や私生活でもその立

場が付いて回るという一文もとても感じるものがあり

ました。」「教師と生徒はそもそも立場が違うので教

員側が適切な距離感，関係性を築いていくことが大切

だと感じた。」「教員の不祥事について，いくつかの

壁を超えてしまって起きてしまうことがわかった。」

「教育現場は不祥事を起こしやすい環境にあるという

ことを認識し，気を引き締めてこれからも教職の授業

に取り組んでいきたいと思いました。」といった記述

から構成されていた。【信頼関係の破綻と適切な距離

感の逸脱】と名付けた。 

 5 つ目のサブグラフは，「起こる」「自身」「壁」「子

ども」「生活」といった語から構成されていた。「教

員として高い倫理観を養うために不祥事が起こったの

は，どのような経緯だったのか，そしてその結果どう

なったのかまで知ることで，自身への戒めとしていき

たい。」「先生自身も未熟であると自覚した上で，生

徒と一緒に成長していこうと思いました。」「4 つの

壁（動機，良心，機械の欠如，被害者の抵抗）を超え

ないように意識するべきである。特に，第 1 の壁であ

る動機では，私生活が充実していると越えないため，

教員として日々の生活をよりよくする必要があると感

じた。」「私は，教員になるなら，子どもたちに安心

してもらえるような存在になりたいです。」「教員と

いう立場を自覚し，日常生活から気をつけて生活して

いきたい。」といった記述から構成されていた。 

【4 つの壁を踏まえた日常生活での自己管理】と名付

けた。 

（文責：金子泰之） 

 

 

自由記述に対する研修講師からのコメント 当日は，

すべての学生が意欲的に研修に参加していたことが印

象的であった。また，事例検討における話し合いでは，

本質を捉えた意見が多く出され，個々の学生が深い学

びを得ている様子がうかがえた。 

 学生の自由記述からも，こうした印象を裏付ける意

見が多数確認でき，研修実施者として大変嬉しく感じ

ているところである。中でも，研修前後で最も顕著に

見られた変化が「他人事から自分事へ」という認識の

転換であったことは，本研修の最大のねらいが学生に

伝わった証であると感じている。 

 また，学校という場の特殊性を理解し，自らを律す

る意識を高めたことや，不祥事が生じる構造を理解し

たことがうかがえる記述もみられた。 

 初動対応マニュアルを活用した事例検討に関する記

述からは，具体的な学びが得られたことがうかがえ，

ロールプレイの効果を改めて実感した。中でも，「教

員の不祥事を生徒から相談されたとき，生徒に不安を

与えないことが大切だと思った。事実確認を優先しす

ぎたり，感情的になりすぎたりすると，相談した生徒

はもういいやってなってしまう可能性があるので，慎

重に傾聴したほうがいいと感じた。」という記述は，

被害生徒の心情を深く想像できていることの表れであ

る。実際に，被害を訴える児童生徒は，相当の勇気を

振り絞って教員に相談しているとの事例報告もあり，

この点に実感として気づけたことは，大きな学びであ

ると感じている。 

 さらに，不祥事を処分の問題としてではなく，被害

者の心身や人生への影響として捉える記述が多く見ら

れたことは，「処分されるから不祥事は許されない」

のではなく「児童生徒の心身に深刻な影響を与えるか

ら不祥事は許されない」という本質に気づいた学生が

多かったことを示している。 

 一方で，教育委員会に対する厳しい見方や不信感を

示す記述もみられた。この点については，教育委員会

として真摯に受け止め，引き続き対策を検討していく

必要性を感じている。 

 また，「児童生徒を徹底的に守り抜く」ことの重要

性を伝えたが，その真意が伝わっていない記述も見ら

れた。「児童生徒を“性被害”から徹底的に守り抜く」

という文脈で伝えたが，誤解を招いた点については講

師側の課題として受け止め，今後の研修改善に生かし

ていきたい。 

 ただし，「むしろこの子を守りたい，味方でありた

いという思いや，性格上断れなかったり叱れない人に

も不祥事を起こしてしまう可能性があると思いました」

といった記述にみられるように，批判的に捉えたから

こそ意識を高めた学生の存在も確認された。 

 全体として，批判的な意見も含めながら，研修を前

向きに捉え，大きな学びにつなげることができた様子
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が伺える。 

 本研修は，児童生徒性暴力等の不祥事根絶を目的と

して実施したため，本来の教育の目的が見えにくくな

った側面があったかもしれない。しかし，著者が考え

る教育の目的は，児童生徒の成長を促すことにある。 

 日々の教育活動の中で実感できる成長もあれば，卒

業後に活躍する姿を見て初めて分かる成長もある。児

童生徒の成長を見届けることができたときこそが，教

師冥利を感じる瞬間であり，教職の最大の魅力である。 

 これから教育実習を含め，実際に児童生徒と関わる

中で，思うように物事が進まず，多くの苦労を経験す

ることもあるだろう。しかし，周囲の教職員の力を借

りながら，多くの児童生徒の成長を支える力を身につ

けてほしいと願っている。 

 ただし，一度不祥事を起こしてしまうと，教職の目

的を達成することができなくなることも，本研修を通

して多くの学生が理解し，意識を高めてくれたと信じ

ている。 

 これらの意識を教職に就いてからも持ち続けていく

ためには，初任者研修などの法定研修や校内研修を自

分事として受け続けることが重要である。入職前の段

階で，研修を通して実感として身につけたこの意識を，

自らの財産として，日々の教育活動に取り組んでいく

ことを期待している。 

（文責：山内慎一郎） 

 

4.考察 

本研究の目的は，開放制教職課程で学ぶ学生が，教

育委員会教員を講師とするコンプライアンス研修を受

講することで，教員不祥事に関する捉え方がどのよう

に変化するのかを明らかにすることであった。 

共起ネットワーク分析の結果，研修前には 8 つ，研

修後には 5 つのサブグラフが抽出され，研修前後で記

述の構造に質的な変化がみられた。 

研修前の記述は，教員不祥事を「許されない行為」

として強く非難する点では一貫していたが，その理解

の枠組みは，【子どもへの深刻な影響と教員不祥事の

非倫理性】や【教職の公共性と社会的信頼の失墜】，

【教員に求められる模範性と自己規律】といった，教

職規範や社会的信頼を基盤とする規範的で評価的な記

述が中心であった。 

加えて，【報道にもとづく不祥事の社会問題化】お

よび【性加害の深刻性と報道による理解】にみられる

ように，ニュース報道を手がかりとしたイメージにも

とづく理解が含まれていた。また，【教員としての立

場に対する批判と厳正対処】では，公表・処罰といっ

た外部からの統制による対処が示されていた。 

これらの結果から，研修前には不祥事を「自分とは

距離のある社会問題」あるいは「一部の教員の問題」

として捉える一方で，個々の学生自身に引きつけて考

えることや，具体的な予防対策へとつなげにくい認識

状態にあったと考えられる。 

一方，研修後の記述は，【事例理解を通じた教師と

しての自覚形成】および【他人事から自分事へ：不祥

事のリスク認識】に示されるように，具体的事例を通

して「まさかと思っていても身近に起きうる」「自分

も当事者になりうる」と捉え直す記述が増加していた。  

これは，研修が意図した「他人事から自分事へ」と

いう転換を一定程度促すことができた結果と解釈でき

る。特に，【不祥事の構造理解と善意がリスクになる

認識】では，不祥事を「倫理観の欠如」や「問題のあ

る人物」という個人要因に還元せず，教員による善意

や対人関係の築き方，環境要因が重なり合うことで逸

脱に至る可能性があるという，複合的な問題としての

理解につながっていた。 

このような理解は，将来教壇に立つ学生にとって，

自分の振る舞いを客観視しながら，リスクを自己点検

する視点の獲得につながると考えられる。 

さらに，研修後には【信頼関係の破綻と適切な距離

感の逸脱】および【4 つの壁を踏まえた日常生活での

自己管理】が抽出された。教員の立場が勤務時間外に

も及ぶこと，「教師-生徒」間の立場の違いに基づく適

切な境界維持の必要性，「4 つの壁」を超えないため

の生活上の工夫など，予防を具体的な行動に落とし込

む視点が示された。 

これは研修前に中心的だった，規範的な「こうある

べき」という捉え方から，研修後には，不祥事が生じ

る過程（境界の突破，感覚の麻痺など）への理解と，

それを回避するための自己対策へと移行したことを示

唆している。 

共起ネットワーク上でも，研修後はサブグラフ数が

減少しており，学生の理解が断片的で散逸的なイメー

ジに基づく規範的な評価から，具体的予防と対策の観

点に組織化された可能性がある。塚本（2018）は，不

祥事防止においては，「わがこと」として捉える視点

が重要であることを指摘していたが，今回の実践では，

この点を一定程度達成できたと考えられる。 

以上より，本研修は，教職課程学生における教員不

祥事の理解を，規範的批判や報道にもとづくイメージ

にとどめるのではなく，当事者化，不祥事の構造的理

解，予防のための生徒との適切な距離感の維持，生活

レベルでの自己管理へとつなぐことができた点で意義

がある。また，この認識の変化を，研修前後の 2 時点

から得られたテキストデータの比較にもとづき，実証

的に示した点にも意義がある。 

最後に，本研究の限界と課題を 4 点述べる。 

第 1 に，本研究は自由記述式アンケートによるテキ

ストデータを分析対象としており，学生の認識変化を

量的指標によって測定したものではない点である。共

起ネットワーク分析を用いることで，研修前後の記述
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構造の変化を可視化することはできたものの，その変

化の大きさや効果量を定量的に評価することはできて

いない。量的手法を組み合わせることで，研修の効果

を検証することが求められる。 

第 2 に，本研究では研修前後の 2 時点でデータを収

集しているが，両時点での回答者が完全に一致してい

るわけではない点である。そのため，本研究で示され

た変化は，個々の学生の認識変容を厳密に追跡した結

果というよりも，集団としての傾向の変化を示したも

のと位置づける必要がある。個人を追跡可能な縦断研

究として計画し，研修を受講した学生一人ひとりの認

識がどのように変化していくのかを検討することが必

要である。 

第 3 に，本研究の対象は 1 つの大学の教職課程の学

生を対象とし，1 つのコンプライアンス研修実践に限

定されている点である。教育委員会が関与する研修と

いう点に本研究の特徴がある一方で，大学や地域，研

修内容の違いによって得られる効果が異なる可能性も

考えられる。本研究で得られた知見の一般化可能性に

ついては慎重に取り扱う必要がある。 

第 4 に，研修後の記述からは当事者意識や予防的視

点の形成が示唆されたものの，これらの認識が教育実

習や教職に進んでからの行動にどの程度結びつくのか

については明らかにできていない。教育実習後や初任

者研修段階までの追跡調査を行い，教職課程段階で形

成された認識が，学校現場での行動や判断にどのよう

に影響するのかを検討することが実践的な課題となる。 

（文責：金子泰之） 
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付記 

本研究は，静岡県教育委員会教育総務課のご理解と

ご協力のもと実施されました。研修実施にあたりご尽

力いただいた同課ならびに，研修講師としてご登壇い

ただいた山内慎一郎先生に，心より御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


